
総合評価落札方式の評価基準の主な変更点について
佐渡市財政課契約検査室

１ 評価項目・配点の変更

評 価 項 目

配 点

別表１
(建築)

別表２
(土木①)

別表３
(土木②)

別表４
(舗装)

ア 企業の技術力 配点の変更なし。

小 計 9 9 9 8

イ 配置
予定技
術者の
能力

(ｱ)資格・経験 2 ⇒ 1 2 2 2

(ｲ)工事成績 4 ⇒ 3 4 4 2

(ｳ)工事経験 2 - - -

(ｴ)表彰 2 2 2 -

(ｵ)継続教育(CPD)の
状況

1 1 1 -

小 計 9 9 9 4

ウ 地
域社会
貢献等

(ｱ)災害時における活
動実績等

2 1 1 1

(ｲ)道路除雪の実績 - 2 2 2

(ｳ)地域内拠点 2 2 2 2

(ｴ)労働福祉 2 2 2 -

△(ｵ)若手技術者の育成 1 1 1 1

△(ｶ)市内業者の活用 2 - - -

小 計 6 ⇒ 9 7 ⇒ 8 7 ⇒ 8 5 ⇒ 6

特別簡易型 加算点の上限 24 ⇒ 27 25 ⇒ 26 25 ⇒ 26 17 ⇒ 18

エ 企
業倫理
や信頼
性等

(ｱ)品質確保の確実性 -5 -5 -5 -5

(ｲ)入札契約に関する不
当な働きかけ -1 -1 -1 -1

(ｳ)総合評価の不履行 -2 ⇒ -3 -2 ⇒ -3 -2 ⇒ -3 -2 ⇒ -3

(ｴ)指名停止措置等 -1 -1 -1 -1

小 計 -9 ⇒ -10 -9 ⇒ -10 -9 ⇒ -10 -9 ⇒ -10

オ 簡易な施工計画 配点の変更なし。

小 計 3 3 3 3

簡易型 加算点の上限 27 ⇒ 30 28 ⇒ 29 28 ⇒ 29 20 ⇒ 21

２ 評価内容の変更

(建築) ア企業の技術力 (ア)工事実績

過去15年度間に完成した同種工事の施工実績。

○ 「過去10年度間」を「過去15年度間」に延長。
※ 工事実績は、CORINS(コリンズ)に登録されている元請工事を対象。
※ 発注機関及び同種工事の定義は、入札公告又は入札執行通知書に明示。

【新】(建築) イ配置予定技術者の能力 (ウ)工事経験

過去15年度間に完成した同種工事の施工経験。

※ 発注機関及び同種工事の定義は入札公告又は入札執行通知書に明示。
※ 配置予定技術者の工事経験は、CORINS(コリンズ)に登録されている、以下

のいずれかの工事を対象とする。
① 元請負人の主任技術者、監理技術者、又は特例監理として工事完成時

に従事していた工事
② 現場代理人として全工期(準備期間、後片付け期間、又は橋梁等の工場

製作等の期間を除く。)にわたって従事した工事

(建築･土木①･土木②) イ配置予定技術者の能力 (ウ)継続教育(CPD)の状況

継続教育(CPD)の評価対象期間の拡大措置は、昨今の研修実施状況を踏まえて終了
する。

【新】(共通) ウ地域社会貢献等 (オ)若手技術者の育成

主任(監理)技術者に40歳未満の者を配置した場合に評価。

※ 入札公告日又は入札執行通知日において満40歳をむかえていない者とする。
※ 配置予定技術者を複数名あげ、若手技術者の要件に該当しない者がいる場

合、審査については当該評価しない。
※ 受注者の責による不履行の場合は、工事成績評定を減ずる等の措置を行う。
※ 当該評価項目は、工事の発注規模や難易度等により設定しない場合がある。

【新】(建築)ウ地域社会貢献等 (カ)市内業者の活用

地域経済の活性化･市内業者の育成･振興･地域雇用の確保の観点から「市内調
達」を促進。

※ 元請業者が1次下請負人を市内業者から選定、かつ、建設業以外の業務等で
市内業者に発注。
(１次請負業者(建設業)、測量、警備、資材・物品納入、運搬等の契約業者)

※ 下請負契約額等の評価基準は設定しない。
※ 受注者の責による不履行の場合は、工事成績評定を減ずる等の措置を行う。
※ 当該評価項目は、工事の発注規模や難易度等により設定しない場合がある。


